
○ 地方自治法が定める「国と地方の役割分担」の考え方では、国は、国が本来果たすべき役割を重点的に担う一方、住民に身近
な行政はできる限り地方自治体に委ねるとし、地方自治体の事務は法定受託事務と自治事務に区分される。

○ 社会保障関連制度では、年金は国が直接給付に関する事務を担う一方、生活保護・子育て支援・介護・医療の分野においては、
国・都道府県・市町村が分担して事務を担っている。

「国と地方の役割分担」について
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年金 生活保護 子育て支援 介護 医療

国 ・年金給付に関
する事務

・生活保護制度の立案
・財政支援

・子育て支援制度の立案
・財政支援

・介護保険制度の立案
・財政支援

・医療保険制度の立案
・財政支援

都道府
県 － ・保護の決定、給付等

（※１）
・保育所の設置に係る認可
・児童扶養手当の支給（※１・２）
・財政支援

・介護保険事業運営の助言、
援助

・財政支援
・国民健康保険事業の財
政運営の責任主体

市町村
・被保険者から
の資格の取得
等に関する届
出の受理等

・保護の決定、給付等
（※１）

・保育所の運営
・保育の必要性の認定や保育所等の利
用調整等

・児童手当・児童扶養手当の支給（※
１・２）

・介護保険事業の運営（要介
護者等の認定、保険給付
（高額介護サービス費の
支給（※３）を含む）等）

・国民健康保険事業の運
営（資格管理、保険料
の決定・賦課・徴収、
保険給付（療養費の支給
を含む）等）

※１ 生活保護の決定・給付や児童扶養手当の支給は、市町村に福祉事務所がある場合は市町村、ない場合は都道府県が担う。
※２ そのほか、法令等により制度が定められていない事務として、児童手当・児童扶養手当の登録口座を活用した国の給付金の支給事務を行ったことがある。
※３ 負担上限を超えた額がサービス利用後に登録口座に振り込まれる高額介護サービス費の支給。

【地方自治法が定める「国と地方の役割分担」の考え方】

【社会保障関連制度における主な役割分担】 ※ ：法定受託事務（都道府県・市町村の法定受託事務以外の事務は自治事務）

○ 国は、国が本来果たすべき役割を重点的に担う。
※国が本来果たすべき役割として、次の３類型を例示
① 国際社会における国家としての存立にかかわる事務
② 全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務
③ 全国的な規模で若しくは全国的な視点に立って行わなければならない施策及び事業の実施

○ 住民に身近な行政はできる限り地方自治体に委ねる。
＜地方自治体の事務のイメージ＞

法令等により制度が定められている事務 法令等により制度が
定められていない事務

法定受託事務 自治事務

国が本来果たすべき役割に係るものであって、国において適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律等に特に定めるもの

地方自治体が処理する事務のうち、
法定受託事務以外のもの（例：介護、医療、地方税等）

資料３



参照条文（「国と地方の役割分担」について）
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地方自治法（昭和22年法律第67号）（抜粋）

第1条の2 地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実
施する役割を広く担うものとする。

２ 国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては国際社会における国家としての存立にかかわる事務、全国
的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な
規模で若しくは全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を
重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体との間で適
切に役割を分担するとともに、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たつて、地方公共団体の自主性
及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。

第2条
８ この法律において「自治事務」とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものをいう。

９ この法律において「法定受託事務」とは、次に掲げる事務をいう。

一 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果
たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれ
に基づく政令に特に定めるもの（以下「第1号法定受託事務」という。）

二 法律又はこれに基づく政令により市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果たす
べき役割に係るものであつて、都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこ
れに基づく政令に特に定めるもの（以下「第2号法定受託事務」という。）
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